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「スポーツ少年団活動ガイドライン(１０月１日時点)」の周知について(依頼) 

 

 

 

  秋田県スポーツ少年団の新型コロナウイルス感染症対策については，日頃格別の御理解・御協

力をいただき深く感謝申し上げます。 

 さて，県は昨日，新型コロナウイルス感染症対策本部会議を開き，首都圏など８都府県との往

来制限を１０月１日から緩和することにしました。 

 それに伴い，本団ではこれまでのガイドラインを一部改定し，別添のとおり「スポーツ少年団

活動ガイドライン(１０月１日時点)」を作成いたしました。 

 つきましては，本ガイドラインを貴管下の単位団関係者(保護者含む)に速やかに周知してくだ

さるようお願い申し上げます。 

 なお，本県においては，新規感染が散発的に発生していることに加え，これからの時期はイン

フルエンザとの同時流行も懸念されることから、引き続きスポ少活動における十分な感染症対策

をお願いいたします。 

 また，本ガイドラインは，今後の状況変化により，適宜見直すこととします。 

 

別 添 

 ・スポーツ少年団活動ガイドライン(１０月１日時点) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      〈本件の問い合わせ先〉 

                          秋田県スポーツ少年団事務局 

                                            (秋田県スポーツ科学センター内) 

                          担当：富 樫，二階堂 

                               TEL ０１８－８６６－３９１６ 

                            FAX ０１８－８６４－５７５２ 


